
 

 

 

令和５年度第２回 

四街道市国民健康保険運営協議会会議録 

１．開催日時  令和５年１１月１４日（火） 午後１時００分から午後２時００分 

２．開催場所  四街道市保健センター第２会議室  

３．出席者 

《出席委員》 

     塚本会長、酒井職務代行、原委員、平委員、松田委員、 

川上委員、木川委員 

《事務局》 

     健康こども部長、副参事、 

国保年金課長、課長補佐、資格保険税係長、給付管理係主任主事、主事 

 

４．傍聴人  ０名 

５．議題  （１）令和５年度四街道市国民健康保険特別会計の決算見込みについて(報告) 

（２）第３期四街道市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）及び     

第４期四街道市国民健康保険特定健康診査等実施計画策定について（諮問） 

６．審議の経過 

     別紙のとおり 
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塚本会長 

 

山﨑部長 

 

事務局 

（成島課長補佐） 

 

 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

事務局 

（成島課長補佐） 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

 

事務局 

（成島課長補佐） 

令和５年度第２回国民健康保険運営協議会会議録 

令和５年１１月１４日（火）午後１時～２時 

四街道市保健センター第２会議室  

 

 

--- 開会 --- 

 

--- 会長挨拶 --- 

 

--- 部長挨拶 --- 

 

本日は、定数１０名中、６名の委員の方々に御出席いただいております。 

四街道市国民健康保険条例施行規則第９条に規定する定足数であります委員

の半数５名に達しておりますので、会議成立となります。 

四街道市国民健康保険条例施行規則第７条の規定により、会長が議長を務め

ることになっております。会長、この後の議事進行をよろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは、皆さま改めましてよろしくお願い致します。 

はじめに会議録作成についてですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関す

る指針」により会議録を作成することとされております。また、発言者名につ

いては、同指針の解釈運用基準の規定により、原則として明記することとなっ

ておりますので、本協議会においても明記する取り扱いとしたいと思いますが、

皆様のご意見をお伺いします。 

 

--- 異議なし --- 

 

それでは、会議録には発言者名を明記することといたします。 

さて、本日の会議に傍聴者はいらっしゃいますか。 

 

本日の傍聴者はいらっしゃいません。 

 

 

では、この会議は運営協議会運営要領第３条の規定により、公開することに

なっておりますところ、本日の運営協議会の傍聴者はいませんので、このまま

続けさせて頂きます。 

それでは、次第の４．諮問について事務局よりお願いいたします。 

 

議事に先立ち、諮問事項について諮問させていただきます。 
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山﨑部長 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

木川委員 

 

 

 

事務局 

（成島課長補佐） 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

事務局 

（成島課長補佐） 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

 

川上委員 

 

---諮問書読上げ--- 

 

それでは次第の５．議題の（１）「令和５年度四街道市国民健康保険特別会計の

決算見込みについて」を議題といたします。 

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

議題の（１）「令和５年度四街道市国民健康保険特別会計の決算見込み」につ

いて」ご説明します。 

 

--- 説明 --- 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問がある方は挙手願います。 

 

財政調整基金の繰入金と財政調整基金の関係を教えていただきたい。４年度

が２億 4,681万 7,000円の残高で繰り入れるのが２億 5,500万円になっており、

一見不足するように思われますが、どういう仕組みになっているのですか。 

 

決算時においては２億 4,681万円の残高に、５年度に繰り越すべき額を除い

た約 6,400万円を積立て、現在の残高は３億 1,000万円ほどあり、そこから２

億 5,500万円を取り崩します。 

 

約３億 1,000万円あるというのは資料 1の表に記載はありますか。 

 

 

表には３億 1,000万円という金額の記載はありませんが、(4)の収支差引約

8,300万円から５年度に繰り越す額を除く約 6,400万円を積立てます。(5)の４

年度末の残高２億 4,681万円に、6,400万円を加えますと残高は約３億 1,000

万円となり、ここから５年度に約２億 5,000万円使うことになります。 

 

国民健康保険税の調定額や収入額が減少する要因としては被保険者数の減少

だと思いますが、(1)調定の現年の国保税の一人当たりの額が４年度決算よりも

減っているが何が影響しているのでしょうか。 

 

被保険者の総所得金額に対して賦課する所得割と全被保険者にかかる均等

割、世帯ごとにかかる平等割を算出していますが、被保険者数が減少すること

で総所得金額が減少しており、一人あたりの調定額も減少しています。 

 

そうしますと、この傾向が続くと来年度の保険税率の見直しに大きな影響が

あると考えなければならないということですね。 



 

3 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

松田委員 

 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

 

松田委員 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

議長 

（塚本会長） 

 

事務局 

（片倉主任主事） 

 

 

他にご質問・ご意見はございますか。 

 

---   特になし   --- 

 

無ければ、「令和５年度四街道市国民健康保険特別会計の決算見込みについ

て」は以上といたします。 

続いて、議題（２）、諮問事項となっております「第３期四街道市国民健康保

険保健事業実施計画（データヘルス計画）及び第４期四街道市国民健康保険特

定健康診査等実施計画策定について」を議題とします。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

議題の（２）「第３期四街道市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス

計画）及び第４期四街道市国民健康保険特定健康診査等実施計画策定について」

をご説明します。 

 

---   説明   --- 

 

事務局からの説明が終わりました。 

ただいまの説明に対し、ご意見・ご質問はありますか。 

 

素案の方の６ページですが、健診の連携について、他の検診等と連携をはか

るとのことですが、歯科との連携についても記載した方が良いと思います。 

いかがでしょうか。 

 

歯科との連携については、４ページの下段、（２）関係者との連携のところで、

「医師会や歯科医師会等の助言を得ながら事業を実施します。」と記載してお

り、６ページでは「検診等」という表現に含まれています。 

 

「等」では曖昧になってしまうので明記していただきたいと思います。 

 

検討させてください。 

 

 

検討するということはこのままということもあるということですか？ 

 

 

他の健診との連携の部分については、特定健診とがん検診の実施もあわせて

可能な限り同時に実施していきたいと考えており、今後は歯科検診などの健康

増進課実施のものとあわせ、各種健診の受診率が向上するような周知の方法に

ついて検討していきたいと考えています。 
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松田委員 

 

 

平委員 

 

 

 

松田委員 

 

 

 

平委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

平委員 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

川上委員 

 

 

 

 

以前は健康診査の内容に歯科検診も含まれていたと記憶していますので歯科

との連携についてもよく精査のうえ書き加えていただきたい。 

 

特定健診はいわゆるメタボ健診ということで位置づけられていると思いま

す。一般的な健診ではなく、メタボかどうかを診るものに変わったと認識して

います。 

 

今まで私が提供してきた資料等で明らかになっているとおり、歯周病が他の

病気に影響を与えるのは周知の事実ですので、当然歯科検診も関連するとお考

えいただき、精査していただきたい。 

 

これは、計画を立てて国から補助金をもらうという趣旨だと思いますが、評

価項目の指標をいかに改善していくかというところですが、目指さなければな

らないものではありますが、いずれもがんばったところでほとんど改善が望め

ないものばかりです。平均寿命、健康寿命、医療費削減など、なかなか難しい。

その中で唯一改善可能なのは健康診査の受診率だと思います。 

受診率を算出するうえでは、いわゆるメタボ疾患で通院している人はその母

体から外すべきと考えます。高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満症も含めてこれ

らの疾患で通院していない人に対して受診勧奨を行うのならわかります。定期

的に通院している人は医師に診てもらっているから健診を受けなくても大丈夫

だと考える人がほとんどでしょう。定期的に通院している人は安心だと思いま

すし、特定健診を受けることはなかなか理解してもらえない。特定健診を受け

る人は逆に医院の定期検診を受ける必要はないと考える人もいる。特定健診よ

り医院の定期検診の方が、検査項目が多く患者のためになるのに、市の特定健

診を優先する人もいて医院の定期検診の妨げになったりすることもあります。 

特定健診受診率の母数の見直しはできないのでしょうか。 

 

母数の見直しはできません。 

 

 

そうであれば「みなし受診」を導入するしかないのではないでしょうか。 

 

今後は「みなし受診」の導入についても検討していきたいと考えております。 

 

 

人間ドックの助成対象を拡大するという話がありました。人間ドックの内容

は特定健診の内容を網羅していると思いますが、その結果は取り込めているの

ですか。 
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事務局 

（齊藤課長） 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（齊藤課長） 

 

 

川上委員 

     

事務局 

（片倉主任主事） 

 

川上委員 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

事務局 

（成島課長補佐） 

 

 

 

 

 人間ドック受検者の結果についても、特定健診の結果とみなしています。 

 

 

色々ご意見がありましたが、「第３期四街道市国民健康保険保健事業実施計画

（データヘルス計画）及び第４期四街道市国民健康保険特定健康診査等実施計

画策定について」は事務局から意見書の提出を求められておりますので記入の

上、提出していただければと思います。 

 

 概要版の４ページ、介護の状況の中で「有病状況は県などの平均よりも高い」

とありますが、74才までの国保加入者のみなのか 75歳以上の後期高齢者医療

加入者も含まれているのでしょうか。 

 それと、概要版７ページの適正な受療・服薬の周知のところの重複・頻回受

診者の対象はどのようにとらえているのでしょうか。 

 

４ページ、介護の状況の「有病状況」は市全体でのものですので、後期高齢

者も含まれます。 

７ページの重複・頻回受診者は国保加入者のみを抽出しています。 

 

その抽出は国保連合会に委託して行っているのですか。 

 

国保連合会から対象の候補者リストが提供されますので、それを基に職員が

対象者を確認して事業を実施しています。 

 

他の保険者では、保健師が訪問してヒアリングを行っているところもあるよ

うです。 

 

それでは最後、次第の５．その他になりますが、委員の皆さまから何かあり

ますか。 

 

 --- 特になし --- 

 

事務局から何かありますか 

 

 

次回の協議会につきましては、来年の１月を予定しております。 

議題といたしましては、「国民健康保険税条例の一部改正」、「第３期四街道市

国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）及び第４期四街道市国民

健康保険特定健康診査等実施計画(案)」の皆さまからいただいたご意見を反映

したものをお示しすることなどを予定しております。 

日程等が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 
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議長 

（塚本会長） 

 

 

議長 

（塚本会長） 

 

今の連絡事項に対して何かありますか。 

 

--- 特になし --- 

 

なければ、本日の会議は以上としたいと思います。 

皆様、お疲れ様でした。 

 


